
CNX Nifty の指数名称変更に伴う業務規程等の一部改正について
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業務規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（取引の対象）

第５条 指数先物取引の対象は、次の各号に

掲げる指数とする。

（取引の対象）

第５条 指数先物取引の対象は、次の各号に

掲げる指数とする。

（１）～（８） （略） （１）～（８） （略）

（９） Ｎｉｆｔｙ ５０（Ｎａｔｉｏｎ

ａｌ Ｓｔｏｃｋ Ｅｘｃｈａｎｇｅ

ｏｆ Ｉｎｄｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以

下「ＮＳＥ」という。）に上場されてい

る銘柄のうちＩｎｄｉａ Ｉｎｄｅｘ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓ ＆ Ｐｒｏｄｕｃｔ

ｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下「ＩＩＳＬ」

という。）が選定した５０銘柄を対象と

する浮動株時価総額方式の株価指数であ

って、ＩＩＳＬが算出するものをいう。

以下同じ。）

（９） ＣＮＸ Ｎｉｆｔｙ（Ｎａｔｉｏ

ｎａｌ Ｓｔｏｃｋ Ｅｘｃｈａｎｇｅ

ｏｆ Ｉｎｄｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ

（以下「ＮＳＥ」という。）に上場され

ている銘柄のうちＩｎｄｉａ Ｉｎｄｅ

ｘ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ ＆ Ｐｒｏｄｕ

ｃｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下「ＩＩＳ

Ｌ」という。）が選定した５０銘柄を対

象とする浮動株時価総額方式の株価指数

であって、ＩＩＳＬが算出するものをい

う。以下同じ。）

（１０）～（１３） （略） （１０）～（１３） （略）

（限月取引及びその数）

第７条 指数先物取引は、次の各号に掲げる

取引対象指数（指数先物取引の対象の指数

をいう。以下同じ。）ごとに当該各号に定

める取引日を取引最終日とする限月取引に

区分して行うものとする。

（限月取引及びその数）

第７条 指数先物取引は、次の各号に掲げる

取引対象指数（指数先物取引の対象の指数

をいう。以下同じ。）ごとに当該各号に定

める取引日を取引最終日とする限月取引に

区分して行うものとする。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（３） Ｎｉｆｔｙ ５０

毎月の最終木曜日（休業日又はインド

共和国における該当日がＮｉｆｔｙ ５

０が算出されない予定の日に当たるとき

は、順次繰り上げる。）に終了する取引

日

（３） ＣＮＸ Ｎｉｆｔｙ

毎月の最終木曜日（休業日又はインド

共和国における該当日がＣＮＸ Ｎｉｆ

ｔｙが算出されない予定の日に当たると

きは、順次繰り上げる。）に終了する取

引日

（４）・（５） （略） （４）・（５） （略）

２ 限月取引の数及びその期間は、次の各号

に掲げる取引対象指数の区分に従い、当該

各号に定めるところによる。

２ 限月取引の数及びその期間は、次の各号

に掲げる取引対象指数の区分に従い、当該

各号に定めるところによる。

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略）

（６） Ｎｉｆｔｙ ５０

各月の限月取引の３限月取引制とし、

各限月取引の期間は３か月とする。

（６） ＣＮＸ Ｎｉｆｔｙ

各月の限月取引の３限月取引制とし、

各限月取引の期間は３か月とする。

（７）・（８） （略） （７）・（８） （略）

３～５ （略） ３～５ （略）

（呼値）

第２６条 （略）

（呼値）

第２６条 （略）
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２～７ （略） ２～７ （略）

８ 呼値の単位は、次の各号に掲げる市場デ

リバティブ取引の区分に従い、当該各号に

定めるところによる。

８ 呼値の単位は、次の各号に掲げる市場デ

リバティブ取引の区分に従い、当該各号に

定めるところによる。

（１） （略） （１） （略）

（２） 指数先物取引 （２） 指数先物取引

ａ～ｅ （略） ａ～ｅ （略）

ｆ ＮＹダウ及びＮｉｆｔｙ ５０

１ポイントとする。

ｆ ＮＹダウ及びＣＮＸ Ｎｉｆｔｙ

１ポイントとする。

ｇ～ｉ （略） ｇ～ｉ （略）

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略）

９～１２ （略） ９～１２ （略）

（取引単位）

第２９条 取引単位は、次の各号に掲げる市

場デリバティブ取引の区分に従い、当該各

号に定めるところによる。

（取引単位）

第２９条 取引単位は、次の各号に掲げる市

場デリバティブ取引の区分に従い、当該各

号に定めるところによる。

（１） （略） （１） （略）

（２） 指数先物取引

次のａからｆまでに掲げる取引対象指

数の区分に従い、当該ａからｆまでに定

める額に取引対象指数の数値を乗じて得

た額を１単位として行う。

（２） 指数先物取引

次のａからｆまでに掲げる取引対象指

数の区分に従い、当該ａからｆまでに定

める額に取引対象指数の数値を乗じて得

た額を１単位として行う。

ａ～ｅ （略） ａ～ｅ （略）

ｆ ＮＹダウ及びＮｉｆｔｙ ５０

１００円

ｆ ＮＹダウ及びＣＮＸ Ｎｉｆｔｙ

１００円

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略）

（最終清算数値）

第３６条 最終清算数値は、取引最終日の終

了する日の翌日に定めるものとし、次の各

号に掲げる取引対象指数の区分に従い、当

該各号に定めるところにより算出した特別

な指数（以下「特別清算数値」という。）

とする。

（最終清算数値）

第３６条 最終清算数値は、取引最終日の終

了する日の翌日に定めるものとし、次の各

号に掲げる取引対象指数の区分に従い、当

該各号に定めるところにより算出した特別

な指数（以下「特別清算数値」という。）

とする。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４） Ｎｉｆｔｙ ５０

本国取引（ＮＳＥが開設する外国金融

商品市場において取引されているＮｉｆ

ｔｙ ５０を対象とした指数先物取引に

類似の取引であって、取引最終日の属す

る月が本所インドＮｉｆｔｙ５０先物取

引（本所が開設する金融商品市場におい

て取引されているＮｉｆｔｙ ５０を対

象とする指数先物取引をいう。）におけ

る限月取引と同じ限月取引をいう。）の

（４） ＣＮＸ Ｎｉｆｔｙ

本国取引（ＮＳＥが開設する外国金融

商品市場において取引されているＣＮＸ

Ｎｉｆｔｙを対象とした指数先物取引

に類似の取引であって、取引最終日の属

する月が本所ＣＮＸ Ｎｉｆｔｙ先物取

引（本所が開設する金融商品市場におい

て取引されているＣＮＸ Ｎｉｆｔｙを

対象とする指数先物取引をいう。）にお

ける限月取引と同じ限月取引をいう。）
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最終清算数値としてＩＩＳＬが算出する

指数

の最終清算数値としてＩＩＳＬが算出す

る指数

（５）・（６） （略） （５）・（６） （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

付  則

この改正規定は、平成２７年１１月９日から

施行する。
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先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（受入証拠金の総額等の計算方法）

第３３条 （略）

（受入証拠金の総額等の計算方法）

第３３条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 計算上の損益額は、顧客の委託に基づく

国債証券先物取引の相場の変動に基づく利

益に相当する額（当該顧客の委託に基づく

未決済約定（取引最終日における取引が終

了した限月取引に係る未決済約定を除く。

以下同じ。）について、当該未決済約定に

係る約定値段（Ｍｉｎｉ取引にあっては、

約定数値。以下同じ。）と計算する日の清

算値段（Ｍｉｎｉ取引にあっては、清算数

値。以下同じ。）との差益に１億円の１０

０分の１（Ｍｉｎｉ取引にあっては１０万

円）を乗じて得た額をいう。）と顧客の委

託に基づく指数先物取引の相場の変動に基

づく利益に相当する額（当該顧客の未決済

約定について、当該未決済約定に係る約定

数値と計算する日に終了する取引日の清算

数値との差益に東証株価指数に係るＬａｒ

ｇｅ取引、ＲＮＰ指数、東証銀行業株価指

数、日経平均ＶＩ、ＴＯＰＩＸ配当指数及

びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０配当指数に係

るものにあっては１万円、日経平均に係る

Ｌａｒｇｅ取引、東証株価指数に係るＭｉ

ｎｉ取引、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０、東

証ＲＥＩＴ指数及び日経平均・配当指数に

係るものにあっては１，０００円、日経平

均に係るＭｉｎｉ取引、ＪＰＸ日経インデ

ックス４００、ＮＹダウ及びＮｉｆｔｙ

５０に係るものにあっては１００円を乗じ

て得た額をいう。）の合計額から、当該顧

客の委託に基づく国債証券先物取引の相場

の変動に基づく損失に相当する額（当該顧

客の委託に基づく未決済約定について、当

該未決済約定に係る約定値段と計算する日

の清算値段との差損に１億円の１００分の

１（Ｍｉｎｉ取引にあっては１０万円）を

乗じて得た額をいう。）と当該顧客の委託

に基づく指数先物取引の相場の変動に基づ

く損失に相当する額（当該顧客の未決済約

定について、当該未決済約定に係る約定数

値と計算する日に終了する取引日の清算数

値との差損に東証株価指数に係るＬａｒｇ

ｅ取引、ＲＮＰ指数、東証銀行業株価指

数、日経平均ＶＩ、ＴＯＰＩＸ配当指数及

３ 計算上の損益額は、顧客の委託に基づく

国債証券先物取引の相場の変動に基づく利

益に相当する額（当該顧客の委託に基づく

未決済約定（取引最終日における取引が終

了した限月取引に係る未決済約定を除く。

以下同じ。）について、当該未決済約定に

係る約定値段（Ｍｉｎｉ取引にあっては、

約定数値。以下同じ。）と計算する日の清

算値段（Ｍｉｎｉ取引にあっては、清算数

値。以下同じ。）との差益に１億円の１０

０分の１（Ｍｉｎｉ取引にあっては１０万

円）を乗じて得た額をいう。）と顧客の委

託に基づく指数先物取引の相場の変動に基

づく利益に相当する額（当該顧客の未決済

約定について、当該未決済約定に係る約定

数値と計算する日に終了する取引日の清算

数値との差益に東証株価指数に係るＬａｒ

ｇｅ取引、ＲＮＰ指数、東証銀行業株価指

数、日経平均ＶＩ、ＴＯＰＩＸ配当指数及

びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０配当指数に係

るものにあっては１万円、日経平均に係る

Ｌａｒｇｅ取引、東証株価指数に係るＭｉ

ｎｉ取引、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０、東

証ＲＥＩＴ指数及び日経平均・配当指数に

係るものにあっては１，０００円、日経平

均に係るＭｉｎｉ取引、ＪＰＸ日経インデ

ックス４００、ＮＹダウ及びＣＮＸ Ｎｉ

ｆｔｙに係るものにあっては１００円を乗

じて得た額をいう。）の合計額から、当該

顧客の委託に基づく国債証券先物取引の相

場の変動に基づく損失に相当する額（当該

顧客の委託に基づく未決済約定について、

当該未決済約定に係る約定値段と計算する

日の清算値段との差損に１億円の１００分

の１（Ｍｉｎｉ取引にあっては１０万円）

を乗じて得た額をいう。）と当該顧客の委

託に基づく指数先物取引の相場の変動に基

づく損失に相当する額（当該顧客の未決済

約定について、当該未決済約定に係る約定

数値と計算する日に終了する取引日の清算

数値との差損に東証株価指数に係るＬａｒ

ｇｅ取引、ＲＮＰ指数、東証銀行業株価指

数、日経平均ＶＩ、ＴＯＰＩＸ配当指数及
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びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０配当指数に係

るものにあっては１万円、日経平均に係る

Ｌａｒｇｅ取引、東証株価指数に係るＭｉ

ｎｉ取引、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０、東

証ＲＥＩＴ指数及び日経平均・配当指数に

係るものにあっては１，０００円、日経平

均に係るＭｉｎｉ取引、ＪＰＸ日経インデ

ックス４００、ＮＹダウ及びＮｉｆｔｙ

５０に係るものにあっては１００円を乗じ

て得た額をいう。）の合計額及び第３６条

の規定により払出しを行った場合の当該払

出額の合計額を差し引いて得た損益額とす

る。この場合における約定値段及び約定数

値には、法第４５条の規定により顧客に契

約締結時交付書面の交付を要しない場合又

は金融商品取引業等に関する内閣府令第１

０８条第７項の規定により取引残高報告書

に平均単価を記載することができる場合に

は、本所が定めるところにより、平均単価

を用いることができる。

びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０配当指数に係

るものにあっては１万円、日経平均に係る

Ｌａｒｇｅ取引、東証株価指数に係るＭｉ

ｎｉ取引、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０、東

証ＲＥＩＴ指数及び日経平均・配当指数に

係るものにあっては１，０００円、日経平

均に係るＭｉｎｉ取引、ＪＰＸ日経インデ

ックス４００、ＮＹダウ及びＣＮＸ Ｎｉ

ｆｔｙに係るものにあっては１００円を乗

じて得た額をいう。）の合計額及び第３６

条の規定により払出しを行った場合の当該

払出額の合計額を差し引いて得た損益額と

する。この場合における約定値段及び約定

数値には、法第４５条の規定により顧客に

契約締結時交付書面の交付を要しない場合

又は金融商品取引業等に関する内閣府令第

１０８条第７項の規定により取引残高報告

書に平均単価を記載することができる場合

には、本所が定めるところにより、平均単

価を用いることができる。

付  則

この改正規定は、平成２７年１１月９日から

施行する。



- 6 -

業務規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（呼値の制限値幅）

第１６条 （略）

（呼値の制限値幅）

第１６条 （略）

２ 前項に規定する制限値幅は、次の各号に

掲げる市場デリバティブ取引の区分に従

い、当該各号に定める数値とする。

２ 前項に規定する制限値幅は、次の各号に

掲げる市場デリバティブ取引の区分に従

い、当該各号に定める数値とする。

（１） （略） （１） （略）

（２） 指数先物取引 （２） 指数先物取引

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ Ｎｉｆｔｙ ５０

３月、６月、９月及び１２月の各月

の末日（インド共和国における該当日

がＮｉｆｔｙ ５０が算出されない予

定の日に当たるときは、順次繰り上げ

る。）におけるＮｉｆｔｙ ５０の最

終の数値（次項第２号ｃにおいて「Ｎ

ｉｆｔｙ ５０制限値幅算定基準値」

という。）に１００分の１０を乗じて

得た数値（１０ポイントの整数倍の数

値でないときは、１０ポイントの整数

倍の数値に切り下げる。次項第２号ｃ

において同じ。）とする。

ｃ ＣＮＸ Ｎｉｆｔｙ

３月、６月、９月及び１２月の各月

の末日（インド共和国における該当日

がＣＮＸ Ｎｉｆｔｙが算出されない

予定の日に当たるときは、順次繰り上

げる。）におけるＣＮＸ Ｎｉｆｔｙ

の最終の数値（次項第２号ｃにおいて

「ＣＮＸ Ｎｉｆｔｙ制限値幅算定基

準値」という。）に１００分の１０を

乗じて得た数値（１０ポイントの整数

倍の数値でないときは、１０ポイント

の整数倍の数値に切り下げる。次項第

２号ｃにおいて同じ。）とする。

ｄ～ｆ （略） ｄ～ｆ （略）

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略）

３ 規程第３３条第２項から第４項までに規

定する呼値の制限値幅の上限又は下限の拡

大は、次の各号に掲げる市場デリバティブ

取引の区分に従い、当該各号に定めるとこ

ろによる。

３ 規程第３３条第２項から第４項までに規

定する呼値の制限値幅の上限又は下限の拡

大は、次の各号に掲げる市場デリバティブ

取引の区分に従い、当該各号に定めるとこ

ろによる。

（１） （略） （１） （略）

（２） 指数先物取引 （２） 指数先物取引

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ Ｎｉｆｔｙ ５０

ａの規定は、Ｎｉｆｔｙ ５０を対

象とする指数先物取引について準用す

る。この場合において、「第一次拡大

制限値幅（国内指数制限値幅算定基準

値に１００分の１２を乗じて得た数値

をいう。（ｃ）において同じ。）」と

あるのは「第一次拡大制限値幅（Ｎｉ

ｆｔｙ ５０制限値幅算定基準値に１

００分の１５を乗じて得た数値をい

う。）」と、「第二次拡大制限値幅

（国内指数制限値幅算定基準値に１０

０分の１６を乗じて得た数値をいう。

ｃ ＣＮＸ Ｎｉｆｔｙ

ａの規定は、ＣＮＸ Ｎｉｆｔｙを

対象とする指数先物取引について準用

する。この場合において、「第一次拡

大制限値幅（国内指数制限値幅算定基

準値に１００分の１２を乗じて得た数

値をいう。（ｃ）において同じ。）」

とあるのは「第一次拡大制限値幅（Ｃ

ＮＸ Ｎｉｆｔｙ制限値幅算定基準値

に１００分の１５を乗じて得た数値を

いう。）」と、「第二次拡大制限値幅

（国内指数制限値幅算定基準値に１０

０分の１６を乗じて得た数値をいう。
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（ｄ）において同じ。）」とあるのは

「第二次拡大制限値幅（Ｎｉｆｔｙ

５０制限値幅算定基準値に１００分の

２０を乗じて得た数値をいう。）」と

読み替えるものとする。

（ｄ）において同じ。）」とあるのは

「第二次拡大制限値幅（ＣＮＸ Ｎｉ

ｆｔｙ制限値幅算定基準値に１００分

の２０を乗じて得た数値をいう。）」

と読み替えるものとする。

ｄ～ｆ （略） ｄ～ｆ （略）

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略）

４ （略） ４ （略）

５ 第１項から第３項までに規定する呼値の

制限値幅の基準値段は、次の各号に掲げる

市場デリバティブ取引の区分ごとに、当該

各号に定める値段とする。

５ 第１項から第３項までに規定する呼値の

制限値幅の基準値段は、次の各号に掲げる

市場デリバティブ取引の区分ごとに、当該

各号に定める値段とする。

（１） （略） （１） （略）

（２） 指数先物取引 （２） 指数先物取引

ａ Ｍｉｎｉ取引を除く指数先物取引

前取引日の当該限月取引の清算数値

（クリアリング機構が指数先物取引の

清算数値として定める数値をいう。以

下同じ。）とする。ただし、前取引日

に当該限月取引の清算数値がない場合

は、日経平均、東証株価指数、ＪＰＸ

日経インデックス４００、ＲＮＰ指

数、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０、東証

銀行業株価指数及び東証ＲＥＩＴ指数

にあっては別表２により算出した理論

価格（当該理論価格が呼値の単位の整

数倍でないときは、当該理論価格に最

も近接する呼値の単位の整数倍の値段

（該当する値段が二つある場合は、高

い方の値段））、ＮＹダウ、Ｎｉｆｔ

ｙ ５０、日経平均ＶＩ及び配当指数

にあっては当該限月取引の直前に取引

最終日を迎える限月取引の清算数値と

する。

ａ Ｍｉｎｉ取引を除く指数先物取引

前取引日の当該限月取引の清算数値

（クリアリング機構が指数先物取引の

清算数値として定める数値をいう。以

下同じ。）とする。ただし、前取引日

に当該限月取引の清算数値がない場合

は、日経平均、東証株価指数、ＪＰＸ

日経インデックス４００、ＲＮＰ指

数、ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０、東証

銀行業株価指数及び東証ＲＥＩＴ指数

にあっては別表２により算出した理論

価格（当該理論価格が呼値の単位の整

数倍でないときは、当該理論価格に最

も近接する呼値の単位の整数倍の値段

（該当する値段が二つある場合は、高

い方の値段））、ＮＹダウ、ＣＮＸ

Ｎｉｆｔｙ、日経平均ＶＩ及び配当指

数にあっては当該限月取引の直前に取

引最終日を迎える限月取引の清算数

値）とする。

ｂ （略） ｂ （略）

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略）

６ （略） ６ （略）

（取引の一時中断）

第２０条 （略）

（取引の一時中断）

第２０条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 規程第３３条第５項及び第６項に規定す

る本所が定める値幅は、次の各号に掲げる

市場デリバティブ取引の区分に従い、当該

各号に定めるところによる。ただし、取引

状況等を勘案して本所が必要と認める場合

には、本所がその都度定める値幅とする。

５ 規程第３３条第５項及び第６項に規定す

る本所が定める値幅は、次の各号に掲げる

市場デリバティブ取引の区分に従い、当該

各号に定めるところによる。ただし、取引

状況等を勘案して本所が必要と認める場合

には、本所がその都度定める値幅とする。
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（１） （略） （１） （略）

（２） 指数先物取引 （２） 指数先物取引

ａ （略） ａ （略）

ｂ ＮＹダウ及びＮｉｆｔｙ ５０

基準値段に１００分の１を乗じて得

た数値とする。

ｂ ＮＹダウ及びＣＮＸ Ｎｉｆｔｙ

基準値段に１００分の１を乗じて得

た数値とする。

ｃ～ｅ （略） ｃ～ｅ （略）

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略）

６ （略） ６ （略）

付  則

この改正規定は、平成２７年１１月９日から

施行する。
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取引参加者料金等に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（取引参加者料金）

第２条 （略）

（取引参加者料金）

第２条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ ギブアップ負担金は、清算執行取引参加

者（業務規程第４２条第２項に規定する清

算執行取引参加者をいう。）が納入するも

のとし、当該額は、同項の規定により成立

したギブアップに係る売付け又は買付けの

数量に、次の各号に掲げる取引の区分に応

じて、当該各号に定める金額を乗じた額と

する。

５ ギブアップ負担金は、清算執行取引参加

者（業務規程第４２条第２項に規定する清

算執行取引参加者をいう。）が納入するも

のとし、当該額は、同項の規定により成立

したギブアップに係る売付け又は買付けの

数量に、次の各号に掲げる取引の区分に応

じて、当該各号に定める金額を乗じた額と

する。

（１） （略） （１） （略）

（２） 指数先物取引

次のａからｃまでに掲げる取引対象指

数の区分に従い、当該ａからｃまでに定

める金額とする。

（２） 指数先物取引

次のａからｃまでに掲げる取引対象指

数の区分に従い、当該ａからｃまでに定

める金額とする。

ａ （略） ａ （略）

ｂ ＲＮＰ指数、東証銀行業株価指数、

ＮＹダウ、Ｎｉｆｔｙ ５０及び日経

平均ＶＩ ５円

ｂ ＲＮＰ指数、東証銀行業株価指数、

ＮＹダウ、ＣＮＸ Ｎｉｆｔｙ及び日

経平均ＶＩ ５円

ｃ （略） ｃ （略）

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略）

６ 取消料は、過誤のある注文により市場デ

リバティブ取引が成立した場合において、

業務規程第２５条第１項（Ｊ－ＮＥＴ市場

に関する業務規程及び受託契約準則の特例

第１０条第１項において準用する場合を含

む。）又は取引所外国為替証拠金取引に関

する業務規程及び受託契約準則の特例（以

下「取引所ＦＸ取引特例」という。）第１

５条第１項の規定に基づき、市場デリバテ

ィブ取引の取消しが行われたときに、当該

過誤のある注文を発注した取引参加者が納

入するものとし、その額は、取り消された

取引（過誤のある注文により成立した取引

に限る。）に係る取引手数料の算出の基準

に、次の各号に掲げる取引の区分に応じ

て、当該各号に定める率又は金額を乗じて

算出した額とする。ただし、当該額が１０

万円を下回る場合は、１０万円とする。

６ 取消料は、過誤のある注文により市場デ

リバティブ取引が成立した場合において、

業務規程第２５条第１項（Ｊ－ＮＥＴ市場

に関する業務規程及び受託契約準則の特例

第１０条第１項において準用する場合を含

む。）又は取引所外国為替証拠金取引に関

する業務規程及び受託契約準則の特例（以

下「取引所ＦＸ取引特例」という。）第１

５条第１項の規定に基づき、市場デリバテ

ィブ取引の取消しが行われたときに、当該

過誤のある注文を発注した取引参加者が納

入するものとし、その額は、取り消された

取引（過誤のある注文により成立した取引

に限る。）に係る取引手数料の算出の基準

に、次の各号に掲げる取引の区分に応じ

て、当該各号に定める率又は金額を乗じて

算出した額とする。ただし、当該額が１０

万円を下回る場合は、１０万円とする。

（１） （略） （１） （略）

（２） 指数先物取引

次のａからｇまでに掲げる取引対象指

数の区分に従い、当該ａからｇまでに定

（２） 指数先物取引

次のａからｇまでに掲げる取引対象指

数の区分に従い、当該ａからｇまでに定
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める金額とする。 める金額とする。

ａ～ｅ （略） ａ～ｅ （略）

ｆ ＮＹダウ、Ｎｉｆｔｙ ５０、日経

平均・配当指数、ＴＯＰＩＸ配当指数

及びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０配当指

数 ４０円

ｆ ＮＹダウ、ＣＮＸ Ｎｉｆｔｙ、日

経平均・配当指数、ＴＯＰＩＸ配当指

数及びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０配当

指数 ４０円

ｇ （略） ｇ （略）

（３）～（６） （略） （３）～（６） （略）

７～９ （略） ７～９ （略）

付  則

この改正規定は、平成２７年１１月９日から

施行する。

別表１ 別表１

取引手数料の算出の基準及び取引手数料率等 取引手数料の算出の基準及び取引手数料率等

取引手数料の算出の基準及び取引手数

料率等は、次のとおりとする。

取引の区分
取引対象

の区分

算出の

基準

取引手数

料率等

（略）

指数先物取引

（Ｍｉｎｉ取引

を除く。）

（略）

ＮＹダウ

及びＮｉ

ｆｔｙ

５０

（略） （略）

（略）

（略）

（注１）～（注６） （略）

取引手数料の算出の基準及び取引手数

料率等は、次のとおりとする。

取引の区分
取引対象

の区分

算出の

基準

取引手数

料率等

（略）

指数先物取引

（Ｍｉｎｉ取

引を除く。）

（略）

ＮＹダウ

及びＣＮ

Ｘ Ｎｉ

ｆｔｙ

（略） （略）

（略）

（略）

（注１）～（注６） （略）
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清算・決済規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（クロスマージンの申請に係る申込みの取扱

い）

（クロスマージンの申請に係る申込みの取扱

い）

第３条 （略） 第４条 （略）

付  則

この改正規定は、平成２７年１０月３０日か

ら施行する。
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Ｊ－ＮＥＴ市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（Ｊ－ＮＥＴ取引の値段）

第３条 Ｊ－ＮＥＴ市場特例第３条第３項に

規定する本所が定める値段は、次の各号に

掲げる市場デリバティブ取引の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。

（Ｊ－ＮＥＴ取引の値段）

第３条 Ｊ－ＮＥＴ市場特例第３条第３項に

規定する本所が定める値段は、次の各号に

掲げる市場デリバティブ取引の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。

（１） （略） （１） （略）

（２） 指数先物取引

次のａからｇまでに掲げる指数先物取

引の対象の区分に従い、当該ａからｇま

でに定める値段とする。

（２） 指数先物取引

次のａからｇまでに掲げる指数先物取

引の対象の区分に従い、当該ａからｇま

でに定める値段とする。

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

ｄ ＪＰＸ日経インデックス４００、Ｎ

Ｙダウ及びＮｉｆｔｙ ５０

１ポイントの整数倍の値段

ｄ ＪＰＸ日経インデックス４００、Ｎ

Ｙダウ及びＣＮＸ Ｎｉｆｔｙ

１ポイントの整数倍の値段

ｅ～ｇ （略） ｅ～ｇ （略）

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略）

付  則

この改正規定は、平成２７年１１月９日から

施行する。


